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心と体どちらも健康でいることは、 

いつまでも充実感のある毎日を過ごすことにつながります。 

そのためには、文化や芸術といった、心を豊かにしてくれるものとふれあい、

それらを伝え育むことで、笑顔あふれる暮らしを送ることが大切です。 

また、すべての人々に活躍の場があり、つながりあえることで、 

元気に暮らせる社会をつくることも重要となります。 

こどもから高齢者まで、障がいの有無や、性別、国籍などにかかわらず、 

個性をお互いに認めあいながら、 

生涯にわたり、誰もが笑顔でいきいき暮らすまちをめざします。 

 

 

基本目標 

2 

文化を伝え育み 

誰もが笑顔でいきいき暮らすまち 
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 施策を構成する事業 

※ 枠で囲んである事業は主要事業 

施策 2-1 高齢者一人ひとりが充実した暮らしを送るための環境の整備 
  

施策の方向性 2-1-1 高齢者の見守り体制の強化・推進 
  

   
● 高齢者の見守り体制の充実・連携強化 

   
   ● 高齢者ほっとテレフォンの実施 

   ● 高齢者見守り強化策としての熱中症予防事業 

   ● 緊急支援体制の整備 

   ● 生活支援サービスの体制整備 

   ● 地域包括支援センターの適正配置・運営支援 

   ● 高齢者在宅生活支援事業 

   ● 高齢者虐待防止の啓発及び虐待対応                   など 
  

施策の方向性 2-1-2 共生と予防を軸とした認知症高齢者への支援 
  

   
● 高齢者の認知症予防・共生に向けた体制整備 

   
  

施策の方向性 2-1-3 高齢者の就労・地域活動の支援 
  

   
● 高齢者の社会参加支援 

   
   ● 介護予防・フレイル予防の推進 
   

● シニアクラブの活性化 
   
   

● いきいき高齢者入浴事業 
   
   ● 高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施                など 
  

施策の方向性 2-1-4 介護人材対策の推進と介護サービス基盤の充実 
  

   
● 地域密着型サービスの整備支援 

   
   ● 介護人材の定着・育成（資質向上）に向けた取組 

   ● 介護予防・生活支援サービス事業 

   ● 特別養護老人ホームの整備支援 

   ● ケアマネジメント力の向上                       など 
     

施策 2-2 本人の意思に寄り添う権利擁護の推進 
  

施策の方向性 2-2-1 権利擁護の正しい理解と周知啓発 
  

   
● 権利擁護の正しい理解と周知啓発 

   

   
● 婦人保護事業                             など 

   

  
施策の方向性 2-2-2 地域の担い手の育成と相談体制の拡充 

  

   
● 地域の担い手の育成と相談体制の拡充 

   

   
● 福祉オンブズマン制度の推進 

   

  
施策の方向性 2-2-3 地域連携ネットワークの強化 

  

   
● 地域連携ネットワークの強化    
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施策 2-3 障がいの有無等にかかわらず、安心して暮らせる支援の充実 

  
施策の方向性 2-3-1 相談支援体制の充実・強化 

  

   
● 相談支援体制の充実・強化 

   

   
● 障害者福祉施設の運営・充実 

（志茂田福祉センター、上池台障害者福祉会館、障がい者総合サポートセンター、 

こども発達センターわかばの家） 

   

   
● 被保護者等の自立の支援                        など    

  
施策の方向性 2-3-2 障がい者等の地域生活の支援 

  

   
● 地域生活支援拠点等の充実 

   

   
● 障害福祉サービスの充実    

   
● 障がいのある方の日常生活又は社会生活を支援する事業 

   

   
● 心身障害者福祉手当等支給事業    

   
● 難病患者支援の推進 

   

  
施策の方向性 2-3-3 障がいへの理解の推進 

  

   
● 障がい理解及び合理的配慮の普及促進事業 

   

       

施策 2-4 人や地域とのつながりでお互いに支えあう体制づくり 

  
施策の方向性 2-4-1 多様な主体が参加する支えあいのネットワークの構築 

  

   
● フード支援、参加支援・地域づくり支援（重層的支援体制整備事業） 

   

   
● 区民活動支援事業 

   

   
● 社会福祉協議会の運営 

   

   
● 民生委員・児童委員の活動の支援    

   
● 地域福祉計画推進会議の運営 

   

   
● 社会福祉法人の認可・指導検査事業                   など    

  
施策の方向性 2-4-2 自治会・町会との連携・協働の更なる推進 

  

   
● 自治会・町会活動支援 

   

   
● 地域力推進会議の運営    

   
● 自治会・町会会館の整備助成                      など    

  
施策の方向性 2-4-3 ユニバーサルデザインのまちづくりの推進 

  

   
● ユニバーサルデザインのまちづくりの推進 

   

   
● ユニバーサルデザインの普及啓発事業    

   
● おおたユニバーサル駅伝大会への支援事業 

   

  
施策の方向性 2-4-4 分野横断の包括的な支援体制の強化 

  

   
● JOBOTA／SAPOTA／フラットおおた（重層的支援体制整備事業） 

   

   
● 大田区福祉人材育成・交流センターの運営 

   

   
                                    など 
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施策 2-5 人々の相互理解と交流の促進 
  

施策の方向性 2-5-1 国際理解・国際交流の推進 
  

   
● 地域における国際理解・国際交流の推進 

   

   
● 海外友好都市・姉妹都市等との交流の推進    

   
● 国際交流員の雇用    

   
● 地域における多文化交流                        など 

   

  
施策の方向性2-5-2 コミュニケーション支援及び外国人区民も暮らしやすい生活環境整備   

   
● 国際交流・多文化共生推進拠点機能の充実 

   

   
● 多文化共生推進協議会の運営 

   

   
● やさしい日本語活用の普及    

   
● 通訳派遣及び翻訳の実施 

   

   
● 日本語等の学習支援 

   

   
● 災害時外国人支援                           など 

   

  
施策の方向性 2-5-3 人権と多様性を尊重する意識の醸成 

  

   
● 男女共同参画推進事業 

   

   
● 男女共同参画推進区民会議の運営    

   
● 男女共同参画意識啓発・相談事業 

   

   
● 人権啓発事業 

   

   
● 平和都市宣言記念事業 
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施策 2-6 地域全体での健康づくりの推進と地域医療の充実 
  

施策の方向性 2-6-1 生涯を通じた心身の健康づくりの推進 
  

   
● 生涯を通じた健康啓発事業 

   

   
● 地域企業の戦略的な健康づくりの推進    

   
● 心身の健康づくりのための支援    

   
● 健（検）診等事業 

   

   
● 自殺総合対策の推進                          など    

  
施策の方向性 2-6-2 科学的根拠に基づく健康啓発の展開 

  

   
● 特定健康診査等実施計画に係る事業 

   

   
● 早期介入保健事業    

   
● 糖尿病性腎症重症化予防事業 

   

   
● 後発医薬品利用促進事業 

   

   
● 適正服薬推進事業                           など 

   

  
施策の方向性 2-6-3 健康に関する安全・安心の確保 

  

   
● 地域医療連携推進事業 

   

   
● 在宅医療に関する周知・啓発の推進    

   
● 平日準夜・休日診療事業 

   

   
● 骨髄移植推進事業    

   
● ＡＥＤ普及推進 

   

   
● がん患者への支援 

   

   
● 疾病予防に向けた予防接種の推進 

   

   
● 感染症予防に向けた普及啓発と検査体制の充実 

   

   
● 感染症の流行に備えた体制強化 

   

   
● 結核・感染症対策と支援 

   

   
● 医療や食の安全、生活環境の衛生確保の推進 

   

   
● 狂犬病予防及び動物愛護事業                      など 

   

       

施策 2-7 スポーツの楽しさが広がる環境の整備 
  

施策の方向性 2-7-1 誰もがスポーツを楽しめる機会づくり 
  

   
● スポーツ参加機会の充実と情報発信の強化 

   

  
 ● スポーツイベントの実施 

  

  
 ● ランニング環境の整備事業 

  

  
 ● スポーツ大会や教室等の情報発信                    など 

  

  
施策の方向性 2-7-2 ニーズに即したスポーツ環境の整備 

  

   
● スポーツ施設の利用促進・サービス向上 

   

   
● スポーツ施設の整備・充実    
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施策 2-8 心ときめく豊かな地域をつくる 文化資源の創造と継承 

  
施策の方向性 2-8-1 文化芸術に親しむ機会の創出 

  

   
● 文化芸術鑑賞・体験機会の充実 

   

   
● 区所蔵美術品による文化創造空間の創出 

   

   
                                    など 

   

  
施策の方向性 2-8-2 地域の文化資源の保存・活用の推進 

  

   
● 郷土博物館における取組の推進 

   
   

● 区立博物館・記念館等の運営    

       

施策 2-9 生涯にわたる学びの支援 

  
施策の方向性 2-9-1 個人の学びの充実 

  

   
● 多様なニーズに応える学びの機会充実 

   

  
施策の方向性 2-9-2 学びを通じたつながり・活用の場の創出 

  

   
● 学びを通じたつながりづくりと学びを活かす仕組みづくり 

   

  
施策の方向性 2-9-3 地域の学びを支える環境整備 

  

   
● 学びを支える情報発信と場の整備 

   

   
● 生涯学習センター、文化センター等の機能拡充              など 

   

  
施策の方向性 2-9-4 図書館機能の充実 

  

   
● 図書館機能の充実 

   

   
● 中央図書館の検討 
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施 策 

2－1 

高齢者一人ひとりが充実した暮らしを 
送るための環境の整備 

 
 めざす姿 

 
  

① 地域の見守り活動等を通じて、高齢者が孤立化することなく、日常生活における様々

なトラブルに対しても、十分に守られながら安心して暮らせるよう、必要なサービス

が地域の多様な主体により、適切かつ円滑に提供される体制が整っています。 

  

② 互いに助けあい、尊厳を持って暮らせる社会の実現に向けて、社会参加や介護予防な

ど、様々な活動を支援することで、高齢者一人ひとりが生きがいや役割を持って輝け

るまちが実現しています。 

  

③ 支援や介護が必要となった場合でも、高齢者が自分らしい暮らし方を実現できる

よう、効果的かつ効率的にサービスが提供される体制が確保されています。 
  

 

 施策の方向性 

 

① 高齢者の見守り体制の強化・推進 

 日々の高齢者の暮らしと接点のある新たな見守り推進事業者の参入を積極的に

進めながら、民生委員＊、自治会・町会＊、事業所等の連携を強化し、きめ細か

に、緩やかな見守りを続けられる体制の拡充に取り組みます。 

また、地域で孤立した高齢者や身寄りのない高齢者など、他者との接点・交流

が保ちにくい高齢者が増える中、重層的支援体制整備事業＊を推進していくため

に、身近な相談窓口として地域包括支援センター＊を核とした見守り事業の充実を

図っていきます。 
 

 

② 共生と予防を軸とした認知症高齢者への支援 

 認知症の人が尊厳と希望をもち、同じ社会でともに生きる地域共生社会＊の実現

に向けて、各種講座や研修等を開催することで、認知症について正しく理解し、

認知症の人や家族をあたたかく見守ることができる地域づくりに取り組みます。 

また、認知症の予防に向けた取組として、運動や社会参加等による生活習慣を

改善するための環境整備を進めていきます。 
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③ 高齢者の就労・地域活動の支援 

 大田区 いきいき しごと ステーション（高齢者等就労・社会参加支援センター）、

シルバー人材センター＊、シニアステーション＊糀谷、シニアクラブ＊など、就労や社

会参加を支援する多様な機関の連携強化を進め、新たな職業スキルの習得や、生きが

いとしての社会活動を通じて、多くの高齢者が地域の貴重な支え手として活躍できる

仕組みづくりを推進していきます。 

また、高齢者が継続して元気維持・介護予防に向けた取組を行えるように、体操教

室等の介護予防事業を実施します。 
 

 

④ 介護人材対策の推進と介護サービス基盤の充実 

 地域包括支援センター＊や介護サービス事業者等との連携による、地域包括ケア

システム＊の深化・推進に向け、多様な介護サービスの基盤整備支援や、ＩＣＴ＊

を活用した業務の効率化・外国人材を含む多様な介護人材の確保・育成・定着に

向けた取組を進めます。 

 

 事業一覧 

 

施策の方向性 事業一覧 

2-1-1 

高齢者の見守り体制の強化・推進 

① 高齢者の見守り体制の充実・連携強化 

 高齢者ほっとテレフォンの実施 

 高齢者見守り強化策としての熱中症予防事業 

 緊急支援体制の整備 

 生活支援サービスの体制整備 

 地域包括支援センターの適正配置・運営支援 

 高齢者在宅生活支援事業 

 高齢者虐待防止の啓発及び虐待対応     など 

2-1-2 

共生と予防を軸とした認知症 

高齢者への支援 

② 高齢者の認知症予防・共生に向けた体制整備 

2-1-3 

高齢者の就労・地域活動の支援 

③ 高齢者の社会参加支援 

④ 介護予防・フレイル予防の推進 

 シニアクラブの活性化 

 いきいき高齢者入浴事業 

 高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施  など 

2-1-4 

介護人材対策の推進と 

介護サービス基盤の充実 

⑤ 地域密着型サービスの整備支援 

⑥ 介護人材の定着・育成（資質向上）に向けた取組 

 介護予防・生活支援サービス事業 

 特別養護老人ホームの整備支援 

 ケアマネジメント力の向上         など 



施策 2-1 高齢者一人ひとりが充実した暮らしを送るための環境の整備 
施策の方向性 2-1-1 高齢者の見守り体制の強化・推進 
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① 高齢者の見守り体制の充実・連携強化 共通２ 継続 

 所管部：福祉部 

事業概要 
 
■ 区内に住所を有する 65 歳以上の高齢者に対して、高齢者見守りキーホルダー＊の登録

を促し、見守り体制を支援します。 

■ 見守り体制を強化するため、地域の民間事業者がその事業活動の範囲内で見守り活動

に参加する体制を推進します。 

■ ひとり暮らしの高齢者を区に登録することにより生活状況を把握し、見守りに活用す

るなど、ひとり暮らし高齢者の在宅生活を支援します。 

 
年度別計画 

 

活動 令和７年度 令和８年度 令和９年度 

高齢者見守りキーホルダー 

登録事業の推進 共通２ 

【高齢者見守りキーホルダー登録

会の実施回数】 

46 回 46 回 46 回 

見守り推進事業者との連携 共通２ 実施   

ひとり暮らし高齢者の支援 共通２ 

【民生委員＊の訪問によるひとり 

暮らし高齢者の新規登録者数】 

430 人 430 人 430 人 

事業費（千円） 
年度別 5,772 6,496 7,143 

合計 19,411 

 

◇ 高齢者見守り・支え合いネットワークづくりのイメージ 

 



施策 2-1 高齢者一人ひとりが充実した暮らしを送るための環境の整備 
施策の方向性 2-1-2 共生と予防を軸とした認知症高齢者への支援 

 

86 

 

② 高齢者の認知症予防・共生に向けた体制整備 共通２ 継続 

 所管部：福祉部 

事業概要 
 
■ 認知症の人やその家族、地域住民等、地域の誰もが参加できる認知症カフェの開催に

つなげるため、各地域包括支援センター＊に認知症地域支援推進員＊を継続して配置しま

す。 

■ 認知症予防としてシニアステーション＊の利用を促し、高齢者の元気維持・介護予防の

ための事業を、地域包括支援センターと一体的に実施することにより、切れ目のない支

援を提供します。 

■ 既存のシニアステーションの運営支援に加え、新規開設に向けた準備作業等を実施す

るとともに、シニアステーションで行われるプログラムの参加状況を把握し、利用者の

ニーズに応じた事業展開を検討します。 

 
年度別計画 

 

活動 令和７年度 令和８年度 令和９年度 

認知症カフェの運営支援 共通２ 

【認知症地域支援推進員の配置数】 
55 人 55 人 55 人 

シニアステーションの 

開設運営・利用促進 共通２ 

【シニアステーションの設置数】 

９か所 11 か所 11 か所 

シニアステーションの 

利用者ニーズを踏まえた 

プログラムの充実 共通２ 

実施   

事業費（千円） 
年度別 237,390 272,525 300,916 

合計 810,831 

 
 



施策 2-1 高齢者一人ひとりが充実した暮らしを送るための環境の整備 
施策の方向性 2-1-3 高齢者の就労・地域活動の支援 
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③ 高齢者の社会参加支援 共通２ 共通３ 継続 

 所管部：福祉部 

事業概要 
 
■ 大田区 いきいき しごと ステーションにおいて、高齢者が経験や知識、技能を活かし、

就労や地域の様々な活動に参加できるよう支援します。 

■ （公社）大田区シルバー人材センター＊において、豊富な知識・経験・技能を持つシル

バー世代の仕事や社会奉仕活動等を支援します。 

■ シニアステーション＊糀谷において、プレシニア＊に対する就労支援事業等の実施を通

じて、高齢者の働く機会や社会参加を支援します。 

 
年度別計画 

 

活動 令和７年度 令和８年度 令和９年度 

大田区 いきいき しごと  

ステーションでの就労活動支援 

共通２ 共通３ 

【就労促進事業の実施回数】 

16 回 17 回 18 回 

シルバー人材センターでの 

就労・社会奉仕活動等支援 

共通２ 共通３ 

【シルバー人材センターの会員数】 

3,200 人 3,200 人 3,200 人 

シニアステーションにおける

就労支援事業 共通２ 共通３ 

【就労先の開拓件数】 

100 件 110 件 120 件 

事業費（千円） 
年度別 158,345 158,345 158,345 

合計 475,035 

 
 
 



施策 2-1 高齢者一人ひとりが充実した暮らしを送るための環境の整備 
施策の方向性 2-1-3 高齢者の就労・地域活動の支援 
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④ 介護予防・フレイル＊予防の推進 共通２ 共通３ 継続 

 所管部：福祉部 

事業概要 
 
■ 高齢者が介護予防に取り組むきっかけをつくるとともに、活動の継続を促進するため、

普及啓発や介護予防事業を実施します。 

■ フレイル予防の取組の重要性を普及啓発するとともに、フレイル予防講座を開催し、

予防活動を支える地域の担い手の拡充に取り組みます。 

 
年度別計画 

 

活動 令和７年度 令和８年度 令和９年度 

介護予防普及啓発事業 共通２ 

【介護予防普及啓発事業の実施回数】 
4,800 回 4,800 回 4,800 回 

おおたフレイル予防事業 共通３ 

【フレイル予防講座の延べ参加者数】 
280 人 300 人 300 人 

事業費（千円） 
年度別 80,553 80,553 80,553 

合計 241,659 

 

    

 
◇ フレイル予防について 

 



施策 2-1 高齢者一人ひとりが充実した暮らしを送るための環境の整備 
施策の方向性 2-1-4 介護人材対策の推進と介護サービス基盤の充実 
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⑤ 地域密着型サービスの整備支援  継続 

 所管部：福祉部 

事業概要 
 
■ 認知症高齢者グループホーム＊、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所及び（看護）

小規模多機能型居宅介護事業所の開設に当たり公募を実施し、地域密着型サービス事業

所の開設をめざす事業者に対して、補助金を活用して施設整備に要する経費の一部を支

援します。 

 
年度別計画 

 

活動 令和７年度 令和８年度 令和９年度 

認知症高齢者グループホーム

の整備支援 

【補助件数】 

２件 

（令和６～８年度の３か年の目標値） 
見直しの実施 

定期巡回・随時対応型 

訪問介護看護の整備支援 

【補助件数】 

３件 

（令和６～８年度の３か年の目標値） 
見直しの実施 

（看護）小規模多機能型 

居宅介護の整備支援 

【補助件数】 

２件 

（令和６～８年度の３か年の目標値） 
見直しの実施 

事業費（千円） 
年度別 193,440 322,123 322,123 

合計 837,686 

※ 第 10 期大田区介護保険事業計画の策定段階において、令和９年度の計画の見直しを実施  

 



施策 2-1 高齢者一人ひとりが充実した暮らしを送るための環境の整備 
施策の方向性 2-1-4 介護人材対策の推進と介護サービス基盤の充実 
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⑥ 介護人材の定着・育成（資質向上）に向けた取組 共通３ 継続 

 所管部：福祉部 

事業概要 
 
■ 区内の介護サービス従業者に対して、介護に係るスキルアップや能力に応じたキャリ

アアップが図れるよう、多様な研修を実施します。 

■ ＩＣＴ＊の導入等、生産性の向上に向けた取組について、介護サービス事業者とともに

検討を進め、情報提供などを通じ事業者の積極的な取組を推進します。 

 
年度別計画 

 

活動 令和７年度 令和８年度 令和９年度 

人材育成・定着に向けた 

研修の実施 共通３ 

【介護事業者向け研修の延べ受講者数】 

1,000 人 1,000 人 1,000 人 

ＩＣＴの導入等、生産性の向上

に向けた情報提供や取組の検討 

共通３ 

実施   

事業費（千円） 
年度別 2,816 2,816 2,816 

合計 8,448 
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施 策 

2－2 
本人の意思に寄り添う権利擁護の推進 

 
 めざす姿 

 
  

① 本人意思の尊重と自己決定支援の重要性の理解があらゆる世代に深まっています。

支援者の拡充と地域連携ネットワーク＊の強化が進み、誰もが住み慣れた地域の中で

孤立せず、成年後見制度＊等の必要な支援を受けられ、元気なうちから将来に備えて

前向きに安心した生活を送ることができています。 

  

② 自己決定の阻害要因となりうる配偶者暴力（ＤＶ＊）の防止等に向けた相談体制の強

化が行われ、被害者が早期に適切な支援につながり、安全が確保されています。 
  

 

 施策の方向性 

 

① 権利擁護の正しい理解と周知啓発 

 成年後見制度や老いじたく等の適切な利用が進むことで、本人の意思の尊重が重視

され、また、配偶者暴力（ＤＶ）防止に向けた意識啓発や相談先の周知によって自己

決定の阻害要因が取り除かれるよう取り組みます。区民の権利擁護に関する理解を深

めるために、自ら備えることも含めた広報と啓発の仕組みをつくっていきます。 
 

 

② 地域の担い手の育成と相談体制の拡充 

 福祉関係従事者の権利擁護に関する知識と相談スキルの向上を図りながら、ま

ちや地域における支援の担い手のすそ野を広げられるよう、人材の確保と育成に

取り組みます。 

身近な地域で、困りごとを気軽に相談できる体制や専門的な相談にも対応でき

る体制を拡充していくとともに、区民の方が支援を受ける受援力（人に助けを求

めたり、受け取る力や意欲）を高められるよう支援していきます。 
 

 

③ 地域連携ネットワークの強化 

 専門職団体や福祉関係機関、地域団体、医療機関、金融機関等と連携すること

で、地域での見守りの機能を強化し、認知症高齢者や障がい者など権利擁護支援

が必要な方を早期発見し、早期支援につなげていく仕組みを構築します。 

地域連携ネットワークの支援機能を一層充実するとともに、複合的課題を抱え

る世帯については、重層的支援会議＊や権利擁護支援検討会議＊等と連携して、支

援チームによる包括的な支援体制を強化します。 
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 事業一覧 

 

施策の方向性 事業一覧 

2-2-1 

権利擁護の正しい理解と周知啓発 

① 権利擁護の正しい理解と周知啓発 

 婦人保護事業               など 

2-2-2 

地域の担い手の育成と相談体制の拡充 

② 地域の担い手の育成と相談体制の拡充 

 福祉オンブズマン制度の推進 

2-2-3 

地域連携ネットワークの強化 
 地域連携ネットワークの強化 



施策 2-2 本人の意思に寄り添う権利擁護の推進 
施策の方向性 2-2-1 権利擁護の正しい理解と周知啓発 
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① 権利擁護の正しい理解と周知啓発  継続 

 所管部：総務部、福祉部 

事業概要 
 
■ 成年後見制度＊や老いじたく等のパンフレットを作成し、まずは、各種制度についての

正しい理解啓発を推進します。そして、自分が元気なうちに将来に備えるため、老いじた

くセミナーや講演会等への参加を促し、具体的な行動につながるよう啓発します。自ら

備えることで、将来への心配や不安を解消するよう図ります。 

■ 講座やセミナーを通して、ＤＶ＊防止への理解を促すとともに、ＤＶ相談ダイヤル等の

区支援機関について周知します。また、周知方法の工夫などの検討を進め、他機関と連携

しながら、ＤＶをはじめとする困難な問題を抱える女性等を適切な支援につなげます。 

 
年度別計画 

 

活動 令和７年度 令和８年度 令和９年度 

権利擁護支援や老いじたくに

関する広報活動 

【権利擁護支援に関するパンフレット、

老いじたくパンフレットの配布数】 

権利擁護 

2,000 部 

老いじたく 

13,000 部 

権利擁護 

2,000 部 

老いじたく 

13,000 部 

権利擁護 

2,000 部 

老いじたく 

13,000 部 

ＤＶ防止に向けた啓発活動 

【講座・セミナーの実施回数】 
５回 ６回 ６回 

ＤＶ相談ダイヤルなどの 

相談事業の周知啓発 
手法の検討 実施  

事業費（千円） 
年度別 45,555 51,159 51,159 

合計 147,873 

 

 



施策 2-2 本人の意思に寄り添う権利擁護の推進 
施策の方向性 2-2-2 地域の担い手の育成と相談体制の拡充 
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② 地域の担い手の育成と相談体制の拡充  継続 

 所管部：福祉部 

事業概要 
 
■ 権利擁護支援に関する相談窓口として、地域包括支援センター＊や障がい者の相談窓口

でも情報提供を行い、本人主体の意思決定に基づいた老いじたくの推進や成年後見制度＊

へつなげるほか、虐待等にも対応します。また、地域における支援の担い手のすそ野を広

げられるよう、人材の確保と養成に取り組みます。区民の方が、身近な地域で、困りごと

を気軽に相談できるネットワークを構築します。 

 
年度別計画 

 

活動 令和７年度 令和８年度 令和９年度 

権利擁護支援に関する 

相談窓口の充実 

【権利擁護に関する延べ相談件数】 

高齢 7,500 件 

障がい 550 件 

高齢 7,750 件 

障がい 600 件 
高齢 8,000 件 

障がい 650 件 

事業費（千円） 
年度別 1,986 1,986 1,986 

合計 5,958 

※ 虐待防止の支援等に伴う事業費以外は 2-2-1「権利擁護の正しい理解と周知啓発」で計上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇ 大田区における地域連携ネットワーク 
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施 策 

2－3 
障がいの有無等にかかわらず、安心して暮らせる支援の充実 

 
 めざす姿 

 
  

① 生活上の困りごとを抱えており、支援を必要とする誰もが住み慣れた地域で必要

とするサービスを自らの意思により選択し、自分の個性や強みを活かしながら社

会活動や経済活動に参加し、安心して暮らしています。 

  

② 誰一人取り残さない社会的包摂（ソーシャルインクルージョン）＊の視点から、福

祉教育＊や啓発などを通じて、障がいのある人もない人も、お互いにその人らしさ

を理解し認めあいながら、ともに生きる社会が実現しています。 
  

 

 施策の方向性 

 

① 相談支援体制の充実・強化 

 障がい者や生活困窮者等、困りごとを抱える方が必要なサービスを利用しなが

ら、自らの個性や強みを活かし、自らの意思で選択・決定をし、自分らしく地域

で暮らし続けられるよう、関係機関が相互に積極的に連携し、相談支援体制の充

実・強化に取り組んでいきます。 
 

 

② 障がい者等の地域生活の支援 

 障がい者一人ひとりの意思を尊重し自分らしく生きることができるよう、社会

参加や社会活動を充実させるとともに、障がいの重度化や、本人や介護者の高齢

化、本人や家族が抱えている親亡き後の不安等を踏まえ、安心して頼れる場所を

確保するなど、地域での暮らしを支えるための支援体制の充実を図ります。 
 

 

③ 障がいへの理解の推進 

 障がいを理由とする差別の解消、意思疎通支援や情報保障の促進、地域との交

流の促進等、障がいのある人もない人も地域の中でつながり、支えあう共生社会

の実現に向けた取組を推進していきます。 
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 事業一覧 

 

施策の方向性 事業一覧 

2-3-1 

相談支援体制の充実・強化 

① 相談支援体制の充実・強化 

 障害者福祉施設の運営・充実 

（志茂田福祉センター、上池台障害者福祉会館、 

障がい者総合サポートセンター、 

こども発達センターわかばの家） 

 被保護者等の自立の支援          など 

2-3-2 

障がい者等の地域生活の支援 

② 地域生活支援拠点等の充実 

 障害福祉サービスの充実 

 障がいのある方の日常生活又は社会生活を支援する事業 

 心身障害者福祉手当等支給事業 

 難病患者支援の推進 

2-3-3 

障がいへの理解の推進 
③ 障がい理解及び合理的配慮の普及促進事業 



施策 2-3 障がいの有無等にかかわらず、安心して暮らせる支援の充実 
施策の方向性 2-3-1 相談支援体制の充実・強化 
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① 相談支援体制の充実・強化  継続 

 所管部：福祉部 

事業概要 
 
■ 区の基幹相談支援センター＊である障がい者総合サポートセンター（さぽーとぴあ）や

地域福祉課などにおいて、個別の相談業務を行いながら、相談支援事業所を含む関係機

関同士の連携強化や各事業者への専門的な助言・支援等に取り組みます。地域の相談支

援事業者等との適切な役割分担を行いながら、地域における相談支援体制の充実・強化

を図ります。 

 
年度別計画 

 

活動 令和７年度 令和８年度 令和９年度 

基幹相談支援センターに 

おける相談支援 
実施   

事業費（千円） 
年度別 80,471 80,471 80,471 

合計 241,413 

 

  

 

 

◇ 区の相談支援体制のイメージ 

 



施策 2-3 障がいの有無等にかかわらず、安心して暮らせる支援の充実 
施策の方向性 2-3-2 障がい者等の地域生活の支援 
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② 地域生活支援拠点等の充実  拡充 

 所管部：福祉部 

事業概要 
 
■ 日中活動の場となる生活介護施設等を確保していくため、区立施設の機能の見直し・

強化を行うとともに、民間事業者による施設等の整備を支援します。 

■ 新たに区立短期入所＊事業所を開設することにより、短期入所施設の利用枠の増加を図

ります。 

■ 障がい者が地域で安心して暮らすための生活の場として、グループホームの整備を促

進します。 

 
年度別計画 

 

活動 令和７年度 令和８年度 令和９年度 

日中活動の場の整備 実施   

短期入所施設の充実 

【区立短期入所施設の利用枠】 
27 床 36 床 継続 

障がい者グループホームの 

整備・運営支援 

【グループ整備費補助】 

２件 推進  

事業費（千円） 
年度別 4,674,914 1,864,902 2,067,482 

合計 8,607,298 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇ 区の地域生活支援拠点等のイメージ 

 



施策 2-3 障がいの有無等にかかわらず、安心して暮らせる支援の充実 
施策の方向性 2-3-3 障がいへの理解の推進 
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③ 障がい理解及び合理的配慮＊の普及促進事業  継続 

 所管部：福祉部 

事業概要 
 
■ 区立小中学校を対象に、区内障がい者関係団体が主体となり、障がい理解をテーマに

した総合学習の支援を実施します。 

■ 差別の禁止や地域社会における共生等、障がいについての区民の関心と理解を深める

ため、障がい理解を取り入れた地域活動の表彰事業、障がい者施設の施設まつり等での

障がい理解啓発活動、障害者週間での総括イベント等、様々な取組を行います。 

■ 区内の障がい者の日常生活の様子を写真パネル等によって紹介し、広く区民に対し理

解促進を図るため、区内複数会場を巡回して展示します。 

■ 区内の障がい者が創作した作品を展示する機会を設けることで、障がい者の社会参加・

社会活動の充実につなげるとともに、区民の障がい者に対する理解を深めるきっかけを

つくります。 

 
年度別計画 

 

活動 令和７年度 令和８年度 令和９年度 

障がい理解学習の支援 

【障がい理解をテーマにした 

総合学習の実施校数】 

小学校 40 校 

中学校 12 校 

小学校 40 校 

中学校 14 校 
小学校 40 校 

中学校 16 校 

おおた みんなのつどい 

プロジェクトの実施 
実施   

障がい者巡回パネル展の実施 実施   

障がい者文化展の実施 実施   

事業費（千円） 
年度別 4,132 4,132 4,132 

合計 12,396 
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施 策 

2－4 
人や地域とのつながりでお互いに支えあう体制づくり 

 
 めざす姿 

 
  

① 多くの区民や多様な主体が地域活動に参加し、自治会・町会＊をはじめとした地域

団体、行政、関係機関等が連携・協力し、地域課題の解決に向け、継続的に活動

しています。 

  

② 共生や社会的包摂＊の理念が広がり、区民、地域団体、企業等の誰もが、お互いを

尊重し、「支え手」「受け手」の関係を越えて、地域の支えあいのための活動に参

加し、誰一人取り残されることなく、つながりを感じる地域となっています。 

  

③ 悩みや困りごとが複数あったとしても、どこかの相談窓口につながれば、そこか

ら課題に応じて必要な支援サービスの提案を受けることができ、適した支援者の

チーム一丸でのサポートにより、安心して生活ができています。 
  

 

 施策の方向性 

 

① 多様な主体が参加する支えあいのネットワークの構築 

 区民や地域団体、企業などの多様な主体が地域活動に参加するきっかけを創出

するとともに、これらの主体が集い交流する拠点づくりや、主体と主体、拠点と

拠点をつなぐ機能を強化します。 

また、地域の居場所やコミュニティの場を増やし、そうした場が区民にとって

の身近な相談の入口となり、区の関係機関と連携して、必要な支援につなげるこ

とで、支えあいのネットワークの構築を図っていきます。 
 

 

② 自治会・町会との連携・協働＊の更なる推進 

 地域のつながりを強化することが、暮らしの活力の創出、こどもや高齢者の見

守り、防犯・防災対策などの課題解決につながります。 

持続可能な地域コミュニティ＊の形成に向け、自治会・町会との連携・協働を更

に推進していきます。 
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③ ユニバーサルデザイン＊のまちづくりの推進 

 障がいの有無、年齢、性別、国籍、個人の能力にかかわらず、すべての区民が

お互いを尊重し、支えあいながら安心して暮らせるよう、福祉教育＊にも取り組

み、心のバリアフリー＊の理念の普及啓発と、区民の声を活かしたユニバーサルデ

ザインのまちづくりを推進していきます。 
 

 

④ 分野横断の包括的な支援体制の強化 

 誰もが必要な支援を受けられるようにするため、各相談窓口や支援機関におい

て、孤立や生活困窮など様々な困りごとを、分野にかかわらず包括的に受け止

め、必要に応じて、関係機関が連携して支援できるよう、社会福祉法に基づく重

層的支援体制整備事業＊を推進します。 

また、福祉人材育成・交流センター等の研修を通じて、区内福祉従事者が、包

括的な支援の視点を身に付けるための人材育成を進めると同時に、連携強化に向

けた関係性の構築を図ります。 

 

 事業一覧 

 

施策の方向性 事業一覧 

2-4-1 

多様な主体が参加する 

支えあいのネットワークの構築 

① フード支援、参加支援・地域づくり支援 

（重層的支援体制整備事業） 

② 区民活動支援事業 

 社会福祉協議会の運営 

 民生委員・児童委員の活動の支援 

 地域福祉計画推進会議の運営 

 社会福祉法人の認可・指導検査事業     など 

2-4-2 

自治会・町会との連携・協働の 

更なる推進 

③ 自治会・町会活動支援 

 地域力推進会議の運営 

 自治会・町会会館の整備助成        など 

2-4-3 

ユニバーサルデザインの 

まちづくりの推進 

④ ユニバーサルデザインのまちづくりの推進 

 ユニバーサルデザインの普及啓発事業 

 おおたユニバーサル駅伝大会への支援事業 

2-4-4 

分野横断の包括的な 

支援体制の強化 

⑤ JOBOTA／SAPOTA／フラットおおた 

（重層的支援体制整備事業） 

⑥ 大田区福祉人材育成・交流センターの運営 

                       など 



施策 2-4 人や地域とのつながりでお互いに支えあう体制づくり 
施策の方向性 2-4-1 多様な主体が参加する支えあいのネットワークの構築 

 

102 

 

 
■ 区民や企業などの多様な主体の協力のもと、集めた食品をこども食堂＊をはじめとした

居場所で提供するフード支援を通じて、困っている方を早期に把握して福祉サービスに

つなげるネットワークを構築します。 

■ 大田区らしい「地域共生社会＊の実現」に向けた地域の自助力及び互助力を強化推進す

ることを目的に、区民の個別の地域生活課題への対応について、地域での課題として検

討するとともに、その解決に向けて、地域のつながりあい、支えあう体制をより一層推進

します。 

 
年度別計画 

 

活動 令和７年度 令和８年度 令和９年度 

フード支援ネットワーク体制

の拡充 共通２ 

【食支援参加のきっかけづくりの回数】 

78 回 85 回 93 回 

参加支援及び地域づくり支援

の強化 共通２ 

【参加支援と地域づくり支援の延べ件数】 

参加支援 

500 件 

地域づくり支援 

1,000 件 

参加支援 

500 件 

地域づくり支援 

1,000 件 

参加支援 

500 件 

地域づくり支援 

1,000 件 

事業費（千円） 
年度別 141,671 141,671 141,671 

合計 425,013 

 

 

 

① 
フード支援、参加支援＊・地域づくり支援＊ 
（重層的支援体制整備事業＊） 

共通２ 拡充 

 所管部：福祉部 

事業概要 

◇ フード支援について 

 



施策 2-4 人や地域とのつながりでお互いに支えあう体制づくり 
施策の方向性 2-4-1 多様な主体が参加する支えあいのネットワークの構築 
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◇ 参加支援・地域づくり支援について 

 



施策 2-4 人や地域とのつながりでお互いに支えあう体制づくり 
施策の方向性 2-4-1 多様な主体が参加する支えあいのネットワークの構築 
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② 区民活動支援事業 共通２ 共通３ 拡充 

 所管部：地域未来創造部 

事業概要 
 
■ 区民活動団体の活動基盤の強化や、地域や団体間におけるコーディネート機能強化、

団体同士のつながりづくりを促進するため、組織運営ノウハウや活動を活性化させる手

法などを学べる講座や、区民活動コーディネーターの視点を身に付け地域の中で連携や

協働＊のアイデアを活かせる講座を行います。また、伴走支援や交流会等の開催による連

携支援も行い、包括的に活動を支えます。 

 
年度別計画 

 

活動 令和７年度 令和８年度 令和９年度 

区民活動講座 共通２ 共通３ 

【延べ受講者数】 
80 人 80 人 80 人 

伴走支援・連携支援 

共通２ 共通３ 
実施   

事業費（千円） 
年度別 4,889 4,889 4,889 

合計 14,667 

 

 

 



施策 2-4 人や地域とのつながりでお互いに支えあう体制づくり 
施策の方向性 2-4-2 自治会・町会との連携・協働の更なる推進 
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③ 自治会・町会＊活動支援 共通２ 共通３ 継続 

 所管部：地域未来創造部 

事業概要 
 
■ 自治会・町会のＩＣＴ＊活用を推進し、地域への関心が高くなる子育て家庭などに対す

る情報発信力を高めるとともに、自治会・町会が抱える課題（役員の高齢化、人材の確保

など）について、自治会連合会＊と連携・協働＊し解決に向けて具体的に取り組みます。 

 
年度別計画 

 

活動 令和７年度 令和８年度 令和９年度 

自治会・町会の情報発信力の強化 

共通２ 共通３ 

【新規にＳＮＳ＊で情報発信を行った

自治会・町会数】 

８町会 ８町会 ８町会 

事業費（千円） 
年度別 ― ― ― 

合計 ― 

※ ＳＮＳによる情報発信数累計 

・令和７年度：計 40 町会 

・令和８年度：計 48 町会 

・令和９年度：計 56 町会 

※ 事業費が生じない主要事業 



施策 2-4 人や地域とのつながりでお互いに支えあう体制づくり 
施策の方向性 2-4-3 ユニバーサルデザインのまちづくりの推進 
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④ ユニバーサルデザイン＊のまちづくりの推進  ― 

 所管部：福祉部、まちづくり推進部 

事業概要 
 
■ 「思いやり」や「気づき」の心を育み、安全・安心なまちづくりに参加・参画し貢献で

きる人材を育てるため、学校教育等の中でユニバーサルデザインや心のバリアフリー＊を

学び、体験できるような仕組みを継続していきます。 

■ ユニバーサルデザインのまちづくりに加え、「大田区移動等円滑化促進方針」及び「大

田区バリアフリー基本構想」に基づき、道路・施設の整備や心のバリアフリー等、ハー

ド・ソフト両輪の事業による街なかの移動等円滑化を推進します。 

 
年度別計画 

 

活動 令和７年度 令和８年度 令和９年度 

障がい理解学習の支援 

【障がい理解をテーマにした 

総合学習の実施校数】 

再掲 障がい理解及び合理的配慮の 

普及促進事業（2-3-3） 

小学校 40 校 

中学校 12 校 

小学校 40 校 

中学校 14 校 
小学校 40 校 

中学校 16 校 

大田区移動等円滑化促進方針

及び大田区バリアフリー基本

構想の推進 

再掲 バリアフリーによるまちづくり

の推進（4-5-5） 

推進  見直し 

事業費（千円） 
年度別 

各活動の事業費は再掲元で計上 
合計 

 

 

 



施策 2-4 人や地域とのつながりでお互いに支えあう体制づくり 
施策の方向性 2-4-4 分野横断の包括的な支援体制の強化 
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⑤ 
JOBOTA＊／SAPOTA＊／フラットおおた＊ 
（重層的支援体制整備事業＊） 

共通２ 拡充 

 所管部：福祉部、こども未来部 

事業概要 
 
■ 重層的支援体制整備事業の 13 の事業の一つである「大田区生活再建・就労サポートセン

ター JOBOTA」と「大田区ひきこもり支援室 SAPOTA」、「大田区若者サポートセンター フ

ラットおおた」の３事業の支援機関が同一の建物内で、連携して支援する体制を構築しま

す。また、大森の本部機能のほかに蒲田に分室機能を設置します。 
 
年度別計画 

 

活動 令和７年度 令和８年度 令和９年度 

JOBOTA／SAPOTA／ 

フラットおおたの一体的運営

及び蒲田分室の設置 共通２ 

【JOBOTA・SAPOTA の新規相談

件数及びフラットおおたの新規 

利用登録者数の合計】 

1,800 人 1,900 人 2,000 人 

事業費（千円） 
年度別 238,113 213,048 213,048 

合計 664,209 

※ フラットおおたにおける相談支援等の事業費は 1-1-2「こども・若者に対する総合相談」で計上 

 

 

 

◇ JOBOTA・SAPOTA・フラットおおたの支援体制について 

  

 
JOBOTA・SAPOTA・フラットおおたの支援体制 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

窓口相談業務 
 

・窓口相談は原則予約制 

（電話、メール） 
 

・相談内容により「つなぐ」 
 

大森へ 
 

関係機関へ 

他関係機関 
つなぎ 

蒲 田 
令和８年度新設予定 

サテライト 

ＪＯＢＯＴＡ 

ＳＡＰＯＴＡ 

フラットおおた 

大 森 
令和９年度移転予定 

相談員派遣 
 

自立相談支援、就労支援 

家計改善支援 

就労準備支援（プログラム） 

 

大田区生活再建・就労サポートセンター 

JOBOTA 

 

ひきこもり支援 

居場所事業 

アウトリーチ 

 

大田区ひきこもり支援室 

SAPOTA 
 

若者総合相談 

居場所事業（ｵｰﾌﾟﾝｽﾍﾟｰｽ） 

交流体験プログラム 

 

大田区若者サポートセンター 

フラットおおた 

つなぎ 

連携・つなぎ 

つなぎ 



施策 2-4 人や地域とのつながりでお互いに支えあう体制づくり 
施策の方向性 2-4-4 分野横断の包括的な支援体制の強化 
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⑥ 大田区福祉人材育成・交流センターの運営 共通３ 拡充 

 所管部：福祉部 

事業概要 
 
■ 区内福祉事業所の福祉従事者や管理者を対象に、複合的な課題のある世帯や個人に対

する多機関・多職種連携によるチーム支援を推進していくための研修会や、人材育成・定

着を支援するための各種セミナーを実施します。 

■ 特に切迫している介護人材を中心に、外国人や元気高齢者などを含む多様な人材の確

保に取り組みます。 

■ 福祉現場におけるカスタマーハラスメント＊に適切に対応し、福祉従事者が安心して働

ける環境を整備します。 

 
年度別計画 

 

活動 令和７年度 令和８年度 令和９年度 

人材育成・定着に向けた研修会・ 

セミナーの実施 共通３ 

【研修会・セミナーの延べ参加者数】 

850 人 850 人 1,000 人 

多様な福祉人材の確保に 

向けた取組の強化 共通３ 
実施   

カスタマーハラスメント対策

事業の実施 共通３ 
実施   

事業費（千円） 
年度別 10,289 10,289 10,289 

合計 30,867 
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施 策 

2－5 
人々の相互理解と交流の促進 

 
 めざす姿 

 
  

① 国際交流事業の実施や、海外都市との交流、グローバル人材＊の育成などが日常的

に行われ国際理解が深まっており、日本人区民と外国人区民の相互理解のもと、

多様性を活かした誰もが住みやすいまちになっています。 

  

② 情報提供の多言語化など、「伝える情報」から「伝わる情報」への転換が図られる

とともに、日本語及び日本の生活習慣について、外国人区民の理解が進んでいま

す。また、多様な団体と連携し、個々のケースに対応したきめ細かな支援が行わ

れ、外国人区民も地域の中で一層安心して暮らせるようになっています。 

  

③ 男女共同参画＊社会についての理解が進み、あらゆる分野において、誰もが個性と

能力を十分に発揮し、いきいきと活躍しています。また、性別だけでなく、年齢

や出身、障がいの有無などの違いにかかわらず、一人ひとりの人権が尊重され、

多様な個性を認めあい、自分らしく生きられる社会が実現しています。 
  

 

 施策の方向性 

 

① 国際理解・国際交流の推進 

 日本人区民と外国人区民が相互に理解しあい、顔の見える関係となるよう、地

域の特色を活かした事業を通して交流を支援するとともに、多くの外国人区民が

地域で活躍できる環境を整えます。 

また、海外諸都市との多彩な交流を行い、グローバル人材の育成を推進しなが

ら、様々な国際理解の機会を提供します。 
 

 

② コミュニケーション支援及び外国人区民も暮らしやすい生活環境整備 

 情報の多言語化を通して、外国人区民のライフステージ・ライフシーン別の行政情

報を効果的に発信し、生活や暮らしに密着した情報を分かりやすく提供します。 

また、外国人区民の日本語習得の学習機会を増やすなど、大田区での生活を円滑に

送るための取組を進めます。 

日常生活での困りごとを気軽に相談できる多言語対応の相談窓口を運営するほか、

様々な団体とのネットワークを活かし、多文化共生＊施策を効果的に推進します。 
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③ 人権と多様性を尊重する意識の醸成 

 あらゆる人の人権が尊重され、年齢や性別、出身、障がいの有無などの違いに

かかわらず多様性を認めあい、差別やハラスメントのない社会づくりのための施

策を進めます。パネル展や講演会などの催しをはじめ、ホームページや啓発冊子

などの媒体を通して、継続的に啓発事業を推進します。 

また、男女共同参画＊社会の実現に向け、男女平等推進センター「エセナおお

た」で実施する講座やセミナーのほか、情報誌や区報等を通して男女共同参画に

ついての理解啓発に取り組みます。 

 

 事業一覧 

 

施策の方向性 事業一覧 

2-5-1 

国際理解・国際交流の推進 

① 地域における国際理解・国際交流の推進 

 海外友好都市・姉妹都市等との交流の推進 

 国際交流員の雇用 

 地域における多文化交流          など 

2-5-2 

コミュニケーション支援及び 

外国人区民も暮らしやすい 

生活環境整備 

② 国際交流・多文化共生推進拠点機能の充実 

 多文化共生推進協議会の運営 

 やさしい日本語活用の普及 

 通訳派遣及び翻訳の実施 

 日本語等の学習支援 

 災害時外国人支援             など 

2-5-3 

人権と多様性を尊重する意識の醸成 

③ 男女共同参画推進事業 

 男女共同参画推進区民会議の運営 

 男女共同参画意識啓発・相談事業 

 人権啓発事業 

 平和都市宣言記念事業 



施策 2-5 人々の相互理解と交流の促進 
施策の方向性 2-5-1 国際理解・国際交流の推進 
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① 地域における国際理解・国際交流の推進  拡充 

 所管部：地域未来創造部 

事業概要 
 
■ 日本人区民と外国人区民が相互に理解しあい顔の見える関係となるよう、特別出張所

や地域団体と連携した「18 色の国際都市事業」等を通して、外国人の視点を取り入れな

がら、各地域の特色を活かした国際理解・国際交流を促進します。 

■ 区の多文化共生＊推進のサポーターである「Minto フレンズ＊」の拡充を図り、多文化

共生の意識啓発及び情報発信につなげます。 

 
年度別計画 

 

活動 令和７年度 令和８年度 令和９年度 

18 色の国際都市事業 

【18 特別出張所全体の延べ参加者数】 
6,000 人 6,000 人 6,000 人 

Minto フレンズの拡充 推進   

事業費（千円） 
年度別 555 555 555 

合計 1,665 

  

 

 

18 色の国際都市事業 



施策 2-5 人々の相互理解と交流の促進 
施策の方向性 2-5-2 コミュニケーション支援及び外国人区民も暮らしやすい生活環境整備 
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② 国際交流・多文化共生＊推進拠点機能の充実 共通３ 拡充 

 所管部：地域未来創造部 

事業概要 
 
■ 日本語教育の担い手である、日本語教室等に取り組む国際交流団体の育成を図るため、

団体間の連携を深める場として、連絡会などおおた国際交流センターを活用した情報及

び意見の交換を行う機会を増やし、団体の活動を支援します。 

■ 外国人区民や、外国人区民と関わりがある日本人区民が、日常生活での困りごとを気

軽に相談できる、多言語対応が可能な相談窓口を運営します。あわせて、多言語通訳タブ

レット等のサービスを提供し、日本語への対応が難しい外国人区民への支援を充実しま

す。 

■ 日本語学習支援ボランティア＊の不足や高齢化に対応するため、担い手の育成を図り、

外国人区民の学習機会を確保します。また、様々な学習ニーズに即した日本語教室を開

催し、習得レベルに合わせた日本語学習を支援します。 

■ （一財）国際都市おおた協会及び区ホームページやＳＮＳ＊等とともに外国人向け多言

語情報紙の発行により、外国人区民に必要とされる「伝わる情報」をインターネットと紙

媒体の併用によって効果的に発信することで、外国人区民等がより暮らしやすいまちの

実現をめざします。 

 
年度別計画 

 

活動 令和７年度 令和８年度 令和９年度 

国際交流団体の支援及び連携

促進 

【交流団体の数】 

45 団体 46 団体 47 団体 

多様性に配慮した多言語相談

の実施 

【延べ相談件数】 

2,920 件 2,980 件 3,040 件 

日本語教育の担い手支援 共通３ 

【日本語ボランティア養成講座の

延べ受講者数】 

30 人 30 人 30 人 

ホームページ等情報発信の充実 

【協会ホームページの閲覧数】 
10,000 回 10,000 回 10,000 回 

事業費（千円） 
年度別 46,028 46,028 46,028 

合計 138,084 

 
 
 



施策 2-5 人々の相互理解と交流の促進 
施策の方向性 2-5-3 人権と多様性を尊重する意識の醸成 
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③ 男女共同参画＊推進事業 共通１ 共通３ 継続 

 所管部：総務部 

事業概要 
  
■ 結婚や子育て経験の有無にかかわらず、幅広く男性への意識啓発を促すため、配偶者

等とよりよい協力関係を築きワーク・ライフ・バランス＊の大切さを考えるための講座や、

父親として積極的に育児を行えるようなきっかけづくりの講座、性別による無意識の思

い込みへの気づきとなる講座などを開催します。 

■ 仕事、家事、育児に追われる女性が、男女共同参画の視点を持ったリーダー像を学び、

自分のリーダー観の再構築を図る講座を開催します。 

■ これから起業や再就職などに挑戦しようとする女性を応援する講座や、ストレス・更

年期障害などの悩みを抱えながら就労している女性に向けた安心して働くための講座な

ど、働く女性の就労継続やチャレンジ（キャリア・アップ）を後押しするための講座を開

催します。 

 
年度別計画 

 

活動 令和７年度 令和８年度 令和９年度 

男性への男女共同参画推進 

意識啓発事業 共通１ 

【講座・セミナーの開催回数】 

５回 ５回 ５回 

女性の活躍推進事業 共通１ 

【講座・セミナーの延べ参加者数】 
200 人 200 人 200 人 

女性への就労支援・就労継続 

支援事業 共通１ 共通３ 

【講座・セミナーの延べ参加者数】 
150 人 160 人 160 人 

事業費（千円） 
年度別 41,031 41,031 41,031 

合計 123,093 
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施 策 

2－6 
地域全体での健康づくりの推進と地域医療の充実 

 
 めざす姿 

 
  

① 効果的な啓発などにより誰もが健康に関心を持ち、学校、職場、地域などのつな

がりの中で一人ひとりが自分の価値観やライフスタイルに基づいた健康づくりに

取り組み、次のライフステージも見据えた生活習慣等を改善することで、生涯を

通じて心身の健康が維持され充実した日々を送っています。 

  

② 住み慣れた地域で日常から適切な医療を受けられ、新たな感染症の発生などの健

康危機発生時においても、迅速に必要な医療を受けることができています。 
  

 

 施策の方向性 

 

① 生涯を通じた心身の健康づくりの推進 

 若い世代から生涯を通じて切れ目なく健康意識を高め、バランスの取れた食生

活、定期的な運動、適切な休養・睡眠、歯と口腔の健康、こころの健康などによ

る疾病のリスクを低減し、生活習慣病＊などの発病を予防します。 

また、区民の健康づくりの継続のため、地域や事業者等と連携して取り組み、

心身ともにいきいきと暮らせる健康まちづくりにつなげていきます。 
 

 

② 科学的根拠に基づく健康啓発の展開 

 健康づくりは、区民の健康状態や地域の特徴を調査分析した上で、適切に評価

しながら効果的に実施する必要があります。 

このため、各種健診・検診データなどの科学的根拠に基づき、勧奨や健康啓

発、健康教育などを展開します。 
 

 

③ 健康に関する安全・安心の確保 

 平常時から関係機関等と連携することで、地域医療体制の充実や食、生活環境

などの安全・安心を確保するとともに、新たな感染症などの健康危機に対しても

安全・安心の体制を整備していきます。 
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 事業一覧 

 

施策の方向性 事業一覧 

2-6-1 

生涯を通じた心身の健康づくり

の推進 

① 生涯を通じた健康啓発事業 

 地域企業の戦略的な健康づくりの推進 

 心身の健康づくりのための支援 

 健（検）診等事業 

 自殺総合対策の推進            など 

2-6-2 

科学的根拠に基づく健康啓発の

展開 

② 特定健康診査等実施計画に係る事業 

 早期介入保健事業 

 糖尿病性腎症重症化予防事業 

 後発医薬品利用促進事業 

 適正服薬推進事業             など 

2-6-3 

健康に関する安全・安心の確保 

③ 地域医療連携推進事業 

 在宅医療に関する周知・啓発の推進 

 平日準夜・休日診療事業 

 骨髄移植推進事業 

 ＡＥＤ普及推進 

 がん患者への支援 

 疾病予防に向けた予防接種の推進 

 感染症予防に向けた普及啓発と検査体制の充実 

 感染症の流行に備えた体制強化 

 結核・感染症対策と支援 

 医療や食の安全、生活環境の衛生確保の推進 

 狂犬病予防及び動物愛護事業        など 

 



施策 2-6 地域全体での健康づくりの推進と地域医療の充実 
施策の方向性 2-6-1 生涯を通じた心身の健康づくりの推進 
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① 生涯を通じた健康啓発事業  拡充 

 所管部：健康政策部 

事業概要 
  
■ 若いうちから健康への興味・関心を高め、生涯を通じて健康づくりに取り組むことが

できるよう、児童を対象に正しい食生活や運動習慣、居住地区の健康課題等について啓

発します。また、児童を通じて家族に健康の大切さを伝えることで、家族全体の健康づく

りにもつなげます。 

■ 働く世代等に対して、健康の保持・増進を目的に生活習慣病＊の予防と心身の健康に関

する正しい知識を啓発します。また、健康意識を高め、健診（検診）の受診や医療機関の

早期受診を促します。 

 
年度別計画 

 

活動 令和７年度 令和８年度 令和９年度 

小学校への健康教育 

【健康教育を実施した学校数】 
25 校 30 校 35 校 

企業・事業所等への健康活動支援 

【出張健康講座を実施した企業・

事業所等の回数】 

40 回 40 回 40 回 

事業費（千円） 
年度別 5,463 5,463 5,463 

合計 16,389 

 

 

 



施策 2-6 地域全体での健康づくりの推進と地域医療の充実 
施策の方向性 2-6-2 科学的根拠に基づく健康啓発の展開 
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② 特定健康診査等実施計画に係る事業  継続 

 所管部：健康政策部 

事業概要 
  
■ 健診結果データ、レセプト＊データ及び個人の属性をＡＩ＊が分析することで、勧奨対

象者の優先順位付け及び個人特性に応じた異なるデザインの勧奨はがきの送り分けを行

い、受診行動を促します。また、被保険者の生活習慣病＊のレセプトが多い医療機関等に

対して、医師やメディカルスタッフから、治療と別観点で健診受診を勧めてもらうよう

依頼します。 

■ 特定健診＊の検査項目を含んだ人間ドックを受診し、検査結果等の申請書類一式を提出

した被保険者に助成を行い、本人の負担を軽減することで利用者の増加をめざします。 

 
年度別計画 

 

活動 令和７年度 令和８年度 令和９年度 

ＡＩを活用した受診勧奨 

【勧奨受診率】 
25.5％ 26.0％ 26.5％ 

人間ドック受診助成 

【助成件数】 
1,100 件 1,100 件 1,100 件 

事業費（千円） 
年度別 26,414 26,414 26,414 

合計 79,242 

 

 



施策 2-6 地域全体での健康づくりの推進と地域医療の充実 
施策の方向性 2-6-3 健康に関する安全・安心の確保 
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③ 地域医療連携推進事業  継続 

 所管部：健康政策部 

事業概要 
 
■ がん検診・成人歯科健診の受診票の発送に併せて、「かかりつけ医＊、歯科医、薬局」を

持つことの大切さを周知啓発します。 

■ 健康な若い世代や中高年にも、かかりつけ医などの重要性や必要性について気付いて

もらえるよう、デジタル等を活用した周知啓発に取り組みます。 

 
年度別計画 

 

活動 令和７年度 令和８年度 令和９年度 

がん検診や成人歯科健診の 

受診票発送時の啓発 

【がん検診・成人歯科健診の受診票

発送数】 

555,000 件 555,000 件 555,000 件 

若い世代への周知啓発 調査・検討 実施  

事業費（千円） 
年度別 ― ― ― 

合計 ― 

※ 事業費が生じない主要事業 
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施 策 

2－7 
スポーツの楽しさが広がる環境の整備 

 
 めざす姿 

 
  

① スポーツのイベントや施設を利用して、多くの区民がスポーツに取り組んでお

り、性別や年齢、障がいの有無にかかわらず誰もがスポーツを楽しみ、豊かな生

活を送ることができています。 

  

② スポーツが区民の生活に根差し、健康的な生活を送ることができるよう、誰もが

気軽に身近な場所で、ウォーキングやランニングなどのスポーツに取り組む環境

が整備されています。 
  

 

 施策の方向性 

 

① 誰もがスポーツを楽しめる機会づくり 

 誰もが健康でいきいき暮らせるよう、スポーツに親しみ、楽しめる機会を創出

します。 

こどもには体を動かす楽しさに触れるきっかけづくり、働き盛り世代・子育て

世代には、気軽にスポーツに親しめるきっかけづくり等、ライフステージに応じ

た取組を地域のスポーツ活動団体等とも連携して行い、継続的なスポーツの実施

を推進します。 
 

 

② ニーズに即したスポーツ環境の整備 

 多様化している区民のスポーツに関するニーズを把握し、適切に対応するととも

に、将来的な状況変化にも柔軟に対応できるよう、体育館や公園内のスポーツ施設

など、施設のあり方を検討していきます。 

地域間のバランスや需要を踏まえ、施設整備の検討を進めるとともに、利用率の

低い時間帯の多目的利用を推進するなど、スポーツ施設の有効活用を図ります。 
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 事業一覧 

 

施策の方向性 事業一覧 

2-7-1 

誰もがスポーツを楽しめる 

機会づくり 

① スポーツ参加機会の充実と情報発信の強化 

 スポーツイベントの実施 

 ランニング環境の整備事業 

 スポーツ大会や教室等の情報発信      など 

2-7-2 

ニーズに即したスポーツ環境の

整備 

② スポーツ施設の利用促進・サービス向上 

 スポーツ施設の整備・充実 

 



施策 2-7 スポーツの楽しさが広がる環境の整備 
施策の方向性 2-7-1 誰もがスポーツを楽しめる機会づくり 
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① スポーツ参加機会の充実と情報発信の強化 共通２ 拡充 

 所管部：地域未来創造部 

事業概要 
 
■ 区民の間に広くスポーツへの関心と理解を深め、様々なスポーツ種目に親しむ機会を

創出します。こどもから高齢者までが参加できるプログラムを提供し、健康・体力づく

り、生きがいづくりを図るとともに、区民相互の交流の契機とするため、スポーツ健康都

市＊宣言記念事業として、区民スポーツまつりや OTA ウォーキングといったイベントを

実施します。 

■ 特にスポーツ実施率の低い 30～40 代の女性に情報が届くように、ＳＮＳ＊の積極的な

活用などにより、区内で実施しているスポーツイベントや教室のほか、気軽に身近で取

り組める運動や運動できる場所等の情報発信を強化します。 

 
年度別計画 

 

活動 令和７年度 令和８年度 令和９年度 

区民スポーツまつりの開催 

共通２ 

【イベントの延べ参加者数】 

15,000 人 15,500 人 16,000 人 

OTA ウォーキングの開催 

共通２ 

【イベントの延べ参加者数】 

450 人 500 人 500 人 

スポーツ実施率の低い層を 

中心とした広報・情報発信の充実 
検討・試行 実施  

事業費（千円） 
年度別 18,612 18,612 17,534 

合計 54,748 

 

 



施策 2-7 スポーツの楽しさが広がる環境の整備 
施策の方向性 2-7-2 ニーズに即したスポーツ環境の整備 
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② スポーツ施設の利用促進・サービス向上  継続 

 所管部：地域未来創造部、都市基盤整備部 

事業概要 
 
■ 区のスポーツ施設について、使用可能な種目を見直すなど、多様な利用ができるよう

検討し、利用促進に取り組みます。 

 
年度別計画 

 

活動 令和７年度 令和８年度 令和９年度 

区立スポーツ施設の多目的 

利用の推進 

【平日日中の利用率】 

40％ 43％ 45％ 

事業費（千円） 
年度別 ― ― ― 

合計 ― 

※ 事業費が生じない主要事業 
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施 策 

2－8 
心ときめく豊かな地域をつくる 文化資源の創造と継承 

 
 めざす姿 

 
  

① 誰もが気軽にかつ身近に文化芸術に親しめる環境を整えることで、年齢やライフ

スタイルにかかわらず、文化に触れあいながら自分らしく誇りを持って暮らしを

楽しんでいます。 

  

② 区の貴重な歴史・文化資源の調査研究成果が展示等により公開されることで、区

民が地域の歴史や文化を深く理解しており、地元に愛着を持ちながら文化資源を

守り継承しています。 
  

 

 施策の方向性 

 

① 文化芸術に親しむ機会の創出 

 区民が暮らしの中で身近に文化芸術に触れ、体験する機会を増やし、区民の心

が潤い豊かな感性が育まれた心ときめくまちづくりを進めます。 

区内に点在する文化施設での多彩な公演や豊富な区所蔵美術品の更なる活用、

教育・福祉・観光など他分野と連携したアウトリーチ＊事業等を推進します。ま

た、文化の発信者となる人の支援・育成を通じ、区民のウェルビーイング＊を高め

ていきます。 
 

 

② 地域の文化資源の保存・活用の推進 

 区の貴重な財産である文化資源の掘り起こし、収集、記録、保存とともに、資料

同士の有機的な結び付きに目を向け、歴史的事実の復原及び新たな事実の解明にも

努めます。 

区民が地域の文化に誇りを持ち次世代へ継承できるよう、文化資源を積極的に公

開し、高齢者やこどもなど誰もが自由に文化を享受できる機会の充実を図ります。 
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 事業一覧 

 

施策の方向性 事業一覧 

2-8-1 

文化芸術に親しむ機会の創出 

① 文化芸術鑑賞・体験機会の充実 

② 区所蔵美術品による文化創造空間の創出 

                       など 

2-8-2 

地域の文化資源の保存・活用の推進 

③ 郷土博物館における取組の推進 

 区立博物館・記念館等の運営 

 



施策 2-8 心ときめく豊かな地域をつくる 文化資源の創造と継承 
施策の方向性 2-8-1 文化芸術に親しむ機会の創出 
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① 文化芸術鑑賞・体験機会の充実  継続 

 所管部：地域未来創造部 

事業概要 
 
■ 区立文化施設等における公演やワークショップの実施を通じて、文化芸術の鑑賞や体

験機会を増やします。 

 
年度別計画 

 

活動 令和７年度 令和８年度 令和９年度 

公演・体験型事業の実施 

【公演等の延べ来場者数】 
48,000 人 48,000 人 48,000 人 

事業費（千円） 
年度別 84,088 84,088 84,088 

合計 252,264 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

洗足池 春宵の響 映画鑑賞ワークショップ 



施策 2-8 心ときめく豊かな地域をつくる 文化資源の創造と継承 
施策の方向性 2-8-1 文化芸術に親しむ機会の創出 
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② 区所蔵美術品による文化創造空間の創出  継続 

 所管部：地域未来創造部 

事業概要 
 
■ 誰もが身近にアートに触れることができる環境を創造するため、区所蔵美術品の展示

や貸出しを行い、アートの鑑賞機会や活用方法を新たに創出します。 

 
年度別計画 

 

活動 令和７年度 令和８年度 令和９年度 

区所蔵美術品の鑑賞機会拡大 

【区所蔵美術品の展示施設数】 
10 か所 10 か所 10 か所 

区所蔵美術品の貸出し 

【区所蔵美術品の貸出し点数】 
10 点 20 点 30 点 

文化創造空間の検討 検討   

事業費（千円） 
年度別 1,122 1,122 1,122 

合計 3,366 

 

 



施策 2-8 心ときめく豊かな地域をつくる 文化資源の創造と継承 
施策の方向性 2-8-2 地域の文化資源の保存・活用の推進 
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③ 郷土博物館における取組の推進  継続 

 所管部：地域未来創造部、教育総務部 

事業概要 
 
■ 郷土博物館において、地域の歴史・文化に関する調査研究を進めるとともに、その成果

を展示や参加型事業等を通じて公開、活用します。また、区内の指定文化財、登録文化財

をはじめとする文化財の保護、保存、活用に取り組みます。 

 
年度別計画 

 

活動 令和７年度 令和８年度 令和９年度 

歴史・文化に関する調査研究、

公開、活用 

【郷土博物館の延べ入館者数】 

18,000 人 18,000 人 18,000 人 

事業費（千円） 
年度別 39,302 39,302 39,302 

合計 117,906 
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施 策 

2－9 
生涯にわたる学びの支援 

 
 めざす姿 

 
  

① 生涯にわたる多様な学習機会が確保され、学びあいを通じたつながりを育む場が充

実し、それらを支える環境が整っています。あわせて、これにより新たなコミュニ

ティ形成を促す好循環を生み出し、区民一人ひとりがいきいきと暮らしています。 

  

② 区立図書館が区民の知と読書活動の拠点として区民から親しまれているととも

に、資料を仲立ちとして、人と人とを出会わせ、結び付け、地域活動へと誘う、

居場所、憩いの場としての機能が充実しています。 
  

 

 施策の方向性 

 

① 個人の学びの充実 

 区民が社会の構造的な変容に対応し、一人ひとりが豊かに暮らし、地域社会全

体のウェルビーイング＊を実現するため、生涯を通じた多様なニーズに応える主体

的な学びの機会充実に取り組みます。 

また、様々な理由により学びの場に参加できていない区民も含む、誰一人取り

残すことのない学びの条件整備を進めます。 
 

 

② 学びを通じたつながり・活用の場の創出 

 学んだことを発表する機会や学びを通じて交流する機会を創出することで、個人

の学びを深めるとともに、学びを通じたつながりを育み、地域の課題解決や活性化

につなげます。 

区施設等を活用し、区民の学びあいを通じた地域コミュニティ＊形成を促します。 
 

 

③ 地域の学びを支える環境整備 

 区内では、多様な主体が特色ある区の資源を活用しながら学習機会を提供して

います。それらの資源を最大限活かし、区民の学びを支援するため、多様な主体

と連携し、学習・活動環境を整備します。 

また、各主体別に提供している様々な学習情報を体系化し、区民が学びたいこ

とと学びの機会をつなげる情報発信を行い、地域の学びを支えます。 
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④ 図書館機能の充実 

 いつでも、どこでも、誰でも利用しやすい図書館サービスの提供を実現し、知

の拠点、人と人を結び生涯学習などへつなげる地域の特色を活かした交流拠点と

しての機能整備や、気軽に利用できる身近な図書館づくりに取り組みます。 

また、ポストコロナ＊の価値観の変化や、学びのスタイルの変化を踏まえ、中央

図書館＊を含む区立図書館の今後のあり方について検討を行います。 

 

 事業一覧 

 

施策の方向性 事業一覧 

2-9-1 

個人の学びの充実 
① 多様なニーズに応える学びの機会充実 

2-9-2 

学びを通じたつながり・活用の 

場の創出 

② 学びを通じたつながりづくりと学びを活かす 

仕組みづくり 

2-9-3 

地域の学びを支える環境整備 

③ 学びを支える情報発信と場の整備 

 生涯学習センター、文化センター等の機能拡充 など 

2-9-4 

図書館機能の充実 

④ 図書館機能の充実 

 中央図書館の検討 

 



施策 2-9 生涯にわたる学びの支援 
施策の方向性 2-9-1 個人の学びの充実 
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① 多様なニーズに応える学びの機会充実  継続 

 所管部：地域未来創造部 

事業概要 
 
■ ライフステージやライフスタイルにかかわらず、学ぶ意欲のある区民誰もが学ぶこと

ができる機会の充実に取り組みます。 

 
年度別計画 

 

活動 令和７年度 令和８年度 令和９年度 

生涯学習講座 

【生涯学習講座延べ受講者数】 
1,000 人 1,000 人 1,000 人 

事業費（千円） 
年度別 4,402 4,402 4,402 

合計 13,206 

 

 



施策 2-9 生涯にわたる学びの支援 
施策の方向性 2-9-2 学びを通じたつながり・活用の場の創出 
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② 
学びを通じたつながりづくりと 
学びを活かす仕組みづくり 

共通２ 共通３ 継続 

 所管部：地域未来創造部 

事業概要 
 
■ 学んだことを発表する機会や学びを通じて交流する機会を創出することで、個人の学

びを深めるとともに、学びを通じたつながりを育み、地域の課題解決や活性化につなげ

ます。 

 
年度別計画 

 

活動 令和７年度 令和８年度 令和９年度 

生涯学習サポーターの養成 

共通２ 共通３ 

【生涯学習サポーター養成講座 

受講者数】 

20 人 20 人 20 人 

事業費（千円） 
年度別 268 268 268 

合計 804 

 

 



施策 2-9 生涯にわたる学びの支援 
施策の方向性 2-9-3 地域の学びを支える環境整備 
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③ 学びを支える情報発信と場の整備  継続 

 所管部：地域未来創造部 

事業概要 
 
■ 区内の多様な主体と連携し、学習・活動環境を整備します。また、各主体が提供してい

る学習情報を体系化し、区民が学びたいことと学びの機会をつなげる情報発信を行います。 

 
年度別計画 

 

活動 令和７年度 令和８年度 令和９年度 

生涯学習ウェブサイトの運用 

【閲覧数】 
384,000 回 408,000 回 420,000 回 

事業費（千円） 
年度別 2,640 2,640 2,640 

合計 7,920 

  

 

◇ 生涯学習ウェブサイト「おおたまなびの森」について 

✓ 講座、サークル情報等を分かりやすく発信することで、区民の学習や

活動のきっかけづくり、学びの継続を支援 

✓ 動画講座のオンライン配信により、時間的・空間的な制約を超えた学び

の機会を提供 

 



施策 2-9 生涯にわたる学びの支援 
施策の方向性 2-9-4 図書館機能の充実 
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④ 図書館機能の充実 共通２ 拡充 

 所管部：教育総務部 

事業概要 
 
■ いつでも、どこでも、誰でも利用しやすい図書館サービスの提供を実現するため、デジ

タル技術を活用し、図書館サービスを向上させる図書館のＤＸ＊化を進め、利便性を高め

るとともに業務効率化を図ります。 

■ 魅力ある地域特性を活かした特設コーナーの設置など、区民が親しみやすい特色ある

図書館づくりを推進するとともに、知の拠点、生涯学習の場としての機能や、区民の居場

所、憩いの場として気軽に利用できる環境を整備します。 

 
年度別計画 

 

活動 令和７年度 令和８年度 令和９年度 

図書館のＤＸ推進 実施   

地域の特色を活かした図書館の

整備 共通２ 

【集会行事の開催数】 

2,500 回 2,550 回 2,600 回 

事業費（千円） 
年度別 1,956,349 1,956,349 1,956,349 

合計 5,869,047 

 

 

おはなし会の様子 

図書館のＤＸ化 
（例：座席管理システム） 
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